
平成 19 年（2007 年）6 月 27 日 

  建 設 委 員 会 資 料 

  都市整備部中部地域まちづくり担当 
 

 

国家公務員宿舎跡地利活用方針について 

 

 

１．廃止する予定宿舎の概要（区内） 

 

  ・ １９箇所・１２敷地で延べ敷地面積 78,368 ㎡ 

  ・ 敷地規模 235 ㎡～47,620 ㎡ 

  ・ 平成１９年度～２１年度廃止（１３箇所） 

・ 平成２２年度以降廃止（６箇所） 

  ・ 単身住宅 150 戸 世帯住宅 695 戸 合計 845 戸 

 

 

２．利活用にあたっての区の基本的な考え方 

 

国家公務員宿舎の廃止・移転の機会を捉え、跡地については、区の利活用方針に 

基づき、必要な都市機能の集積や広域避難場所等の防災機能の向上および地域まち

づくりの観点から、地域や区全体の活力の向上と環境保全に寄与するよう利活用を

図る。 

 

 

３．個別敷地における活用策 

 

国家公務員宿舎跡地利活用方針・・・・・・・・・・・別添資料 

 

 

４．今後のスケジュール 

 

６月末     連絡調整会議の開催（国・都・区） 

         ・平成１９年度廃止宿舎の公表等 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国家公務員宿舎跡地利活用方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 野 区 

平成１９（２００７）年６月  
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１．廃止対象予定宿舎の現状  
 
区内における廃止予定の国家公務員宿舎は、１９箇所で延べ敷地面積は 78,368 ㎡であ

る。敷地単位でみた場合では１２敷地、敷地規模では 235 ㎡～47,620 ㎡となっている。 

 廃止年度は、１９年度～２１年度の３年間に廃止する宿舎、及び２２年度以降に廃止

する宿舎となっている。 

 宿舎は、昭和４１年から平成１０年に建築されており、平成１０年に江古田療養所跡

地に建築された厚生省宿舎の一部を除いては、昭和４０年代の建築で老朽化している。 

建築容積なども余裕を持たせたうえ、児童遊園を配置している宿舎もあり、地域の良

好な住環境を構成している。 

単身住宅１５０戸、世帯住宅６９５戸、合計８４５戸の住宅が廃止される予定である。 

 
（１）敷地規模別廃止住宅（敷地単位）  
500 ㎡未満  1,000 ㎡未満  3,000 ㎡台  4,000 ㎡台  5,000 ㎡台  6,000 ㎡台  47,000 ㎡台  

２  ３  １  ３  １  １  １  
④中野 第二 宿

舎 

⑤中野 第一 宿

舎 

 

①宿舎 （東 京

矯正管区） 

⑩宿舎 （中 野

西宿舎） 

⑪東中野寮 

⑫ 中 野 宿 舎

(本町３丁目)

 

 

③ 江 古 田 宿

舎、弥 生寮 等

⑥上高 田第 ２

住宅 

⑧宮前住宅 

⑨宿舎（中野

南１～４） 

⑦ 上 高 田 住

宅、宿 舎（ 上

高田） 

②中野宿舎、

江古 田 合同 住

宅、 厚 生省 中

野宿 舎 Ａ棟 ほ

か 

 
（２）廃止予定年度別（敷地単位）  
廃止年度  平成 19 年度  平成 20 年度  平成 21 年度  平成 22 年度以降  
敷地数  ５  ２  （１）  ５  
宿舎名  ② 中 野 宿 舎 、 江

古 田 合 同 住 宅 、

厚 生 省 中 野 宿 舎

Ａ棟ほか 

④中野第二宿舎 

⑤中野第一宿舎 

⑨ 宿 舎 （ 中 野 南

１～４） 

⑩ 宿 舎 （ 中 野 西

宿舎） 

③ 江 古 田 宿 舎 、

弥生寮等 

⑪東中野寮 

 

③江古田宿舎 

 

 

 

 

①宿舎（東京矯正管区） 

⑥上高田第２住宅 

⑦上高田住宅、宿舎（上

高田 

⑧宮前住宅 

⑫中野宿舎（本町３丁

目） 

 

面積 ㎡  54,569 3,031 1,533 19,235 
 
※「廃止対象予定宿舎」とは、国家公務員宿舎の移転・跡地利用に関する有識者会議によ

る「東京２３区内に所在する国家公務員宿舎の移転・再配置と跡地利用に関する報告書（平

成１８年６月１３日）」で示された試案であり、今後、変更の可能性もある。 
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２．利活用の基本的な考え方  
 

国家公務員宿舎の廃止・移転の機会を捉え、跡地の利活用が可能なものについては、

都市再生の推進に資するよう戦略的な活用を図る。 

  必要な都市機能の集積や広域避難場所等の防災機能の向上、及び地区のまちづくりの

観点から、一定の高度利用も想定し、地域や区全体の環境保全と区の活力の向上に寄与

するよう利用又は活用するものとする。 

 

当該跡地が、各地区又は跡地の周辺環境に影響を及ぼすことが想定される立地環境に

ある場合や敷地規模が大きい場合にあっては、都市計画で定める公園等の都市施設又は

地域まちづくりへの活用を図るものとする。 

  また、公共公益施設に隣接する場合には、その公共公益施設の機能改善や再配置計画

に適合する場合に限って活用する。 

 

さらに、大規模敷地ではあるが、民間が主体的に取り組むべきとする跡地についても、

区の土地利用方針や各地区のまちづくり方針に適合するように都市開発諸制度等を適切

に運用し、土地利用を誘導するものとする。 

なお、中・小規模敷地にあっては、地域のまちづくりの方向性を勘案し、敷地の細分

化を防ぐとともに、世帯向けの良好な住宅の建築を促進するなど、周辺環境に配慮した

適切な土地利用の誘導を図る。 
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３．跡地周辺の特性と活用策  
 

① 新井３丁目：宿舎（東京矯正管区） ＜652 ㎡＞ Ｈ２２年度以降廃止  
 【コード番号 中野－５】  

 

◆特性 

・ 平和の森公園南側に位置するとともに、野方小学校（統合新校）に近接している。 

・ 平和の森周辺地区地区計画、区画道路第２号の新設道路用地の一部となっている。 

  

◆活用策 

区画道路第２号の新設道路及び平和の森公園周辺地区地区計画事業促進にかかる

代替地として活用する。 

統合新校としての充実を図る視点から、学校の拡張用地としての活用をあわせて

検討する。 

 

 
② 江古田３丁目：中野宿舎、江古田合同住宅等 ＜47,620 ㎡＞ Ｈ１９年度廃止  

【コード番号 中野－６～８】  
 
 ◆特性 

・ 江古田の森公園と一部一体的な敷地構成となっている。 

・ 道路基盤が整備された危険度の低い地区内に位置し、医療施設や区の老健施設、看

護学校が立地している。 

・ 当該エリアは、国立療養所中野病院跡地一帯（（仮称）江古田の森公園一帯）広域

避難場所に指定されており、区内でも規模の大きい避難場所に位置付けられている。 

・ 大江戸線新江古田駅に近接しているほか、バス路線も整備されており交通環境にも

恵まれている。 

・ 当該跡地周辺は閑静な住宅街を形成しており、当該敷地の南側沿道には日用品を中

心とした商店が連なっている。 

 

 ◆活用策 

当該地区は区内でもまとまった大規模な敷地であり、必要な公共公益施設や広域避

難所スペース、避難路の確保にあわせ、貴重なみどりの拠点として整備する必要があ

る。 

国の利活用方針に位置づけられた都市再生機構などの活用により、防災機能確保、

周辺環境へ配慮、質の高い住宅の供給、まちの活性化など、まちの機能を高める方向

で利活用を検討する。 
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③ 江古田４丁目：江古田宿舎、弥生寮等 ＜4,043 ㎡＞ Ｈ２０年度廃止  
※一部、Ｈ２１年度廃止          【コード番号 中野－９～１３】  

 
 ◆特性 

・ 区画整理された閑静な地域内にあり、丸山小学校に近接している。 

・ 危険度としては比較的低い地域である。 

・ 練馬区の公園に近接している。 

・ 旧江古田職員住宅の敷地に隣接しており、高齢者支援施設用地として予定されてい

る。 

 

 ◆活用策 

民間での活用にあたっては、敷地の細分化を防ぎながら、周辺環境に配慮した質の

高い住宅供給の誘導を図る。 

 
 

④ 上高田１丁目：中野第二宿舎 ＜235 ㎡＞ Ｈ１９年度廃止  
【コード番号 中野－１４】  

 
 ◆特性 

・ 敷地周辺は、狭小かつ極めて不整形な道路で構成されている。 

・ 公園整備率も低い木造住宅密集地域内に位置し、火災、避難危険度の高い地域であ

る。 

・ 敷地は２３５㎡と狭小である。 

 

 ◆活用策 

民間での活用にあたっては、敷地の細分化を防ぎながら、周辺環境に配慮した質の

高い住宅供給の誘導を図る。 

 
 

⑤ 上高田２丁目：中野第一宿舎 ＜235 ㎡＞ Ｈ１９年度廃止  
【コード番号 中野－１５】  

 
 ◆特性 

・ 敷地は、幹線道路から一歩入った所にあり、道路基盤が脆弱な地域である。 

・ 公園整備率も低い木造住宅密集地域内に位置し、火災、避難危険度の高い地域であ

る。 

・ 敷地は２３５㎡と狭小である。 

 

 ◆活用策 

民間での活用にあたっては、敷地の細分化を防ぎながら、周辺環境に配慮した質の

高い住宅供給の誘導を図る。 
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⑥ 上高田４丁目：上高田第２住宅 ＜4,080 ㎡＞ Ｈ２２年度以降廃止  
【コード番号 中野－１６】  

 
 ◆特性 

・ 新宿区境に位置し、幹線道路に面するとともにオープンスペースがまとまってある

社寺境内に隣接している。 

・ 危険度は比較的低いエリアである。 

 

 ◆活用策 

民間での活用にあたっては、敷地の細分化を防ぎながら、周辺環境に配慮した質の

高い住宅供給の誘導を図る。 

 
 

⑦ 上高田５丁目：上高田住宅、宿舎（上高田） ＜6,896 ㎡＞ Ｈ２２年度以降廃止  
【コード番号 中野－１７、１８】  

 
 ◆特性 

・ 上高田公園の西側に位置し、道路基盤は一定整っている。 

・ 広域避難場所の一部を構成している比較的まとまった敷地であり、敷地内には児童

遊園も整備されている。 

・ 未整備な都市計画公園（都所管都市計画公園野方の一部）に近接している。 

・ 危険度は比較的低い地区である。 

 

 ◆活用策 

都市計画公園の代替地・拡張用地としての活用を検討し、広域避難場所の拡充を図

る。 

 
 

⑧ 中央２丁目：宮前住宅 ＜4,103 ㎡＞ Ｈ２２年度以降廃止  
【コード番号 中野－２０】  

 
 ◆特性 

・ みずき公園（725 ㎡）の南側に位置し、道路を東に一本隔てて私立学校に近接して

いる。 

・ 廃止予定の仲町小学校に近接している。 

・ 当該周辺道路は比較的整備されおり、小さな公園が近接して点在している。 

・ 周辺の危険度は避難が比較的高い地域である。 

 

 ◆活用策 

民間での活用にあたっては、敷地の細分化を防ぎながら、公共公益的観点からの利

用及び周辺環境に配慮した質の高い住宅供給の誘導を検討する。 
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⑨ 中野４丁目：宿舎（中野南１～４） ＜5,607 ㎡＞ Ｈ１９年度廃止  
【コード番号 中野－２１】  

 
 ◆特性 

・ 警察大学校跡地の一角に位置している。 

 

 ◆活用策 

警察大学校等跡地土地利用方針、関連事業での土地利用を図る。 

 

 

 

⑩ 中野４丁目：宿舎（中野西宿舎） ＜872 ㎡＞ Ｈ１９年度廃止  
【コード番号 中野－２２】  

 
 ◆特性 

・ 警察大学校跡地の一角に位置している。 

 

 ◆活用策 

警察大学校等跡地土地利用方針、関連事業での土地利用を図る。 

 

 

⑪ 東中野１丁目：東中野寮 ＜521 ㎡＞ Ｈ２０年度廃止  
【コード番号 中野－２３】  

 
 ◆特性 

・ 環状６号線と大久保通りとの交差点付近に位置するとともに、社寺境内に近接して

いる。 

・ 道路基盤が一定整備されたエリアの一角に位置している。 

 

 ◆活用策 

民間での活用にあたっては、敷地の細分化を防ぎながら、周辺環境に配慮した質の

高い住宅供給の誘導を図る。 
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⑫ 本町３丁目：中野宿舎 ＜3,504 ㎡＞ Ｈ２２年度以降廃止  
【コード番号 中野－２４】  

 
 ◆特性 

・ 桃園小学校の北側に接している。 

・ ６メートル未満の道路で構成されているエリアである。 

・ 道路基盤が脆弱で木造家屋が密集し、公園率も極めて低い地域である。 

・ 危険度は火災、避難が比較的高い地域である。 

 

 ◆活用策 

学校の拡張用地としての活用が考えられる。 

また、民間開発にあわせ、１０か年計画等に位置づけられた高齢者支援施設用地と

して併設誘導を図ることも考えられる。 

さらに、近接する郵政宿舎跡地とともに、まちづくりの観点からの利活用を検討す

る。 
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